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第１章 事業概要

1　施設のあらまし
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2　私たちの組織



1-1施設のあらまし

所在地等

施設名称 昭島市清掃センター

所在地 〒196-0014
昭島市田中町四丁目3番14号

電話番号 042-541-1342

FAX番号 042-541-4560

敷地面積 11,531 ㎡

施設概要

焼却施設

　　全連続燃焼式ストーカ式

　　95ﾄﾝ/日×2炉（190ﾄﾝ/日）

　　1号炉
　　2号炉

処理の概要

　昭島市清掃センター（以下「本センター」という。）は、一般廃棄
物処理施設として、市内の家庭及び小規模事業所から出される一般可
燃ごみを焼却処理しています。
　その他、「不燃ごみ」、「プラスチック」、「資源」、「粗大ご
み」等は、昭島市環境コミュニケーションセンター（以下「環境コ
ミュニケーションセンター」という。）で選別、処理を行い資源化し
ています。

　平成6年6月
　平成7年10月
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型式　　

処理能力

竣工　　

焼却施設



1-2 私たちの組織

　　　　　　令和４年４月１日 現在

清掃センターの組織 職員 20名 88名

　粗大ごみ以外の収集業務

　夜間・休日の焼却施設運転業務
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　本センターでは、市内の家庭ごみの収集、一般廃棄物収集運搬許可業者の可燃ご
みの受入れ及び可燃ごみの焼却処理を職員と委託業者により行っています。
　その他、不燃ごみ、プラスチック、資源、粗大ごみ、市民の方のごみの持ち込み
は、環境コミュニケーションセンターで処理しています。

　粗大ごみ以外の収集は業務委託していま
す。

　ごみ収集に関する業務を行っています。

環境部

施設係 （10名）

委託業者従業員

委託業者（75名）

ごみ対策課（環境コミュニケーションセンター）

委託業者（13名）

　焼却処理施設に関する業務を行っていま
す。運転業務については一部を委託してい
ます。

環境課

清掃センター

清掃センター長

業務係 （10名）

清掃施設担当課長



第２章 私たちの環境への取組

１ 環境方針

２ 活動と物質収支

fuukei ３ 廃棄物処理における環境対策

４ 再資源化の推進

５ 環境負荷を減らす取組

６ 環境活動

７ 安全衛生などの取組
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2-1 環境方針

１ 基本理念

2 基本方針

（１） 清らかな水と美しい緑を未来に継承します

（２） 健康に暮らせる生活環境を守ります

（３） 持続可能な地球環境のために責任をもって行動します

（４） 気候変動の影響に備え、安全・安心に暮らします

（５） みんなで環境活動に取り組みます

fuukei

　昭島市は、平成15年に国際規格ISO14001の認証を取得しましたが、シス
テムの見直しを図るため、平成25年9月25日をもってISO14001認証を解除
し、平成26年4月からは、環境マネジメントシステムの更なる効果拡大を図る
ため、ISO14001規格を踏まえた昭島市独自の環境マネジメントシステムの運
用を開始しました。

　以上の取り組みについては、環境保全に関する法令や約束を遵守し、環境目
的・目標を定め、環境マネジメントシステムの定期的な見直しにより、継続的
な改善を進めます。

　昭島市は、多摩川や地下水に象徴される豊かな自然の
恵みを受けています。
　一方、私たちは限りある地球資源を使い続け、現在、
地球が悲鳴を上げるほどその環境を悪化させてしまい、
今日深刻な問題となっています。
〇また、温室効果ガス削減について、国際的にも喫緊の
課題として認識され、我が国においても2050年までに
温室効果ガスの排出を実質ゼロとするカーボンニュート
ラルが提唱されています。
〇こうした環境問題に積極的に取り組むため、「気候危
機を乗り越え、美しい水と緑を将来の世代に」を望まし
い環境像とし、人が自然と共生して、環境への負荷の少
ない持続可能なまちづくりを目指します。
〇その具体的な足がかりとして、昭島市は、環境マネジ
メントシステムを基本的な仕組みに位置づけ、事務事業
における環境への配慮を進めるとともに、全職員及び市
域全体が一丸となり、オール昭島として環境に配慮した
取組を推進していきます。

　省エネルギーや省資源・リサイクルなどの脱炭素化を推進し、地
球温暖化対策に取り組み、持続可能な社会の実現を目指します。

　健やかに暮らすことができる生活環境を守るため、環境汚染の防
止に努めます。

　貴重な地下水や緑地、生物多様性などの自然環境を大切にします。
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　気候変動に対して、適応策についても対策し、住みやすいまちづ
くりを目指します。

　貴重な地球環境を守るため、環境活動に取り組む人と人の繋がり
やその活動を推進します。



2-2 活動と物質収支

令和４年度の物質収支

物質収支フロー図　[単位：ﾄﾝ]

   可燃ごみ搬入量       焼却処理        搬出量

22,656 ﾄﾝ 焼却灰
内訳 焼却量 ﾄﾝ
収集量 15,489 ﾄﾝ ﾄﾝ
搬入量 4,909 ﾄﾝ 埋立

1号炉 ﾄﾝ 0 ﾄﾝ
広域支援 0 ﾄﾝ 2号炉 ﾄﾝ エコセメント化

ﾄﾝ
環境コミュニケーション 内数：広域支援

センターより 2,258 ﾄﾝ ﾄﾝ

資源化（骨材化）

ﾄﾝ

  エネルギー投入量 焼却残さ        資源化
焼却灰

ﾄﾝ
電気 Kwh 焼却灰混入物 焼却灰混入物
水 ㎥ ﾄﾝ ﾄﾝ
灯油 ㍑

二酸化炭素排出量 ﾄﾝ/年

焼却に伴う排出
電力消費に伴う排出 ﾄﾝ/年
燃料使用に伴う排出 ﾄﾝ/年

10,947

957

11.1%減容率：  

56

11,782

22,656

2,453

2,453

10,874

0

内数：

　本センターにおける令和４年度の一般廃棄物の処理に伴う搬入と搬出及び燃料
などの収支は、以下のとおりです。
　焼却に必要な水は、地下水及び場内で使用した水を排水処理し、再利用してい
ます。
　本センターでは、可燃ごみの収集、許可業者の搬入・受入及び可燃物の焼却処
理を行っています。焼却灰については、セメント原料等へ資源化しています。そ
の他の不燃ごみ、資源等は環境コミュニケーションセンターで選別・処理及び資
源化を行っています。
　本センターの事業活動に伴う地球温暖化ガス（CO2）排出は、次のとおりと
なっています。
　引き続き、環境負荷の低減に努めます。

1,496

56

3,515
3,324
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6,385
1,607

8,019

ﾄﾝ/年

27



2-3 廃棄物処理における環境対策

排ガス中の有害物質

規制値 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

ばいじん 0.15 0.003以下 0.004以下 0.003以下 0.004以下

[ｇ/N㎥]

硫黄酸化物 ※注 0.07 0.15 0.06 0.08

[N㎥/ｈ] 下段：規制値 ※（97.0） ※（101.8） ※（96.5） ※（97.5）

窒素酸化物 250 70 110 84 83

[ppm]

塩化水素 430 18 14 5 11

[ppm]

※数値は各年度の最後の分析結果を使用しています。

排出物中のダイオキシン類濃度

規制値 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

排出ガス 5 0.082 0.029 0.28 0.0056

[ｎｇ-TEQ/N㎥]

焼却灰 3 0.00033 0.00066 0.0033 0.0057

[ｎｇ-TEQ/ｇ]

ばいじん 3 1.5 0.63 0.27 0.37

[ｎｇ-TEQ/ｇ]

※数値は各年度の最後の分析結果を使用しています。

　本センターの業務における環境対策としては、排出されたごみの資源化の推進に
よる焼却量の削減、収集車両に環境に優しい天然ガス車の導入、そして、廃棄物の
焼却に伴い発生する燃焼ガス中の有害物質への対策を講じる等、環境負荷の低減を
図ることが主なものとなります。
　具体的には、有害物質の発生を抑える焼却炉の運転を行い、発生する有害物質を
取り除いています。本センターでは、これらの対策を行うことで焼却施設として国
などで定められている基準を満たして運転しています。
　現在稼働中の焼却炉は、建設時から高性能な集じん装置を設置しております。併
せて、ダイオキシン類の発生を抑える方法で運転を行い、有害物質の排出量などを
基準内にしています。
　また、本センターは、多摩川の河川敷に設置されていますが、本センター内で使
用した水は、排水処理設備で処理された後、焼却施設の冷却などに全てを再利用す
るシステムとなっているため、河川への放流はありません。

　廃棄物処理施設に適用される法律により、排出されるダイオキシン類の測定が６か月
ごとに義務付けられており、本センターでも定期的に実施しています。
　以下に、その数値を報告いたします。

　本センターでは、有害物質（窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素、ばいじん）の常時
監視を行う中で、できるだけ有害物質の排出量が少なくなるように運転しています。
　そのほかに、定期的に排出ガスを採取し、法律で定められた方法で分析を行っていま
す。
　以下に、その数値を報告します。
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※注：硫黄酸化物の規制値は、「Ｋ値　6.42」と定められており、排出基準量は「法規制値」と「測定時
の湿り排出ガス量」を基に算出されますが、「測定時の湿り排出ガス量」は測定毎に変化するため、硫黄
酸化物の排出基準値も測定毎に変化することとなります。



2-4 再資源化の推進

資源化率の推移

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

資源化率（％）

昭島市 33.4 33.9 34.5 32.9 32.8

三多摩平均 33.7 33.8 34.3 32.7 32.9

総資源化率（％）

昭島市 35.6 36.2 36.9 35.4 35.7

三多摩平均 37.2 37.3 37.9 36.9 37.3

※三多摩平均は「多摩地域ごみ実態調査」公表値。

  資源化率と総資源化率

　資源化率は、資源及び収集ごみから資源化した割合です。

　総資源化率は、資源化率の計算の際に集団回収による資源の回収量を含めて計算した値です。

　ごみの資源化を推進した結果を表す資源化率という数値があります。これについては、
具体的な数値基準がないため、三多摩の平均値を併記してその数値とします。
　以下に、その数値を報告します。
　（数値は、環境コミュニケーションセンターでの処理分も含みます。）

　本センターでは、可燃ごみの焼却処理のみを行って
いますが、焼却処理に伴い発生する焼却灰とばいじん
は、エコセメント化施設及び骨材化施設に搬入し、そ
れぞれセメント原料、路盤材に資源化しています。
　また、焼却灰混入物（鉄類）についても有価物とし
て売却することで資源化しています。
　なお、可燃ごみ以外のごみ、資源については環境コ
ミュニケーションセンターで選別、処理を行い資源化
しています。

＝資源化率
総ごみ量

資源からの資源化量＋収集ごみからの資源化量

総資源化率 ＝
資源からの資源化量＋収集ごみからの資源化量＋集団回収量

- 8 -

総ごみ量＋集団回収量



2-5 環境負荷を減らす取組

ディーゼル

収集車両の天然ガス転換率と焼却炉運転時間

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

焼却炉
運転時間（時間） 8,169 8,168 8,265 8,095 7,814
天然ガスへの

転換率（％） 33.3 33.3 28.5 28.5 28.5

※転換率は年度末の数値。

※転換率は　CNG車両／保有車両数。

2-6 環境活動

2-7 安全衛生などの取組

　本センター内の環境整備の一環として、施設内の緑化に努めています。
　本センターへの搬入道路は、多摩川河川敷へのアプローチとなっていることから、多摩
川の散策に気持ち良く利用していただけるように、道路清掃を行っています。
　また、定期的に実施される多摩川一斉清掃や市内のクリーン運動にも参加し、周辺環境
と市内の美化に努めています。

　本センターでは、昭島市清掃事業場安全衛生委員会を設置し、月１回、現場の
声に耳を傾けながら、安全・健康・快適な職場作りを目指した活動を行っていま
す。

　本センターでは、プラスチック等の分別
収集により、焼却などの環境に負荷をかけ
る処理量を減らすことに努めています。
　更に、二酸化炭素等の削減のために天然
ガスを燃料とする収集車両を使用し、環境
負荷の低減に努めています。
　また、焼却施設の効率的な運用を図るた
め、適切な焼却時間を確保したうえで施設
の運転時間の短縮に努めています。
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※令和４年度現在、保有車両６台のうち２台が災害時等を考慮したディーゼル
車となっています。令和2年度比で保有車両数が１台減っています。



第３章 コミュニケーション

1 環境情報の公開

2 施設見学

3 社会的活動

4 事業のあゆみ
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3-1 環境情報の公開

3-2 施設の見学

kengaku

3-3 社会的活動

suteka

　市内のごみ収集のために、多くの車両
が市内を走行しています。その収集車に
各種のマグネットシートを貼って啓発を
行うとともに、業務と併せて市民の安
全・安心パトロールを行っています。
　また、一人暮らしの高齢者世帯の緊急
時の支援体制として「高齢者ふれあい
ネットワーク」にも参加しています。
　加えて、全職員が「救命講習」を受講
することで、いつでも災害等に遭遇した
場合に役立つことができる体制を整えて
います。
　本市以外の地域で災害が発生した際に
は、災害復旧の応援に専門技能を生かし
て参加する場合もあります。

　廃棄物の問題に興味のある方、大学などで研究用資料として必要な
方々からの資料要求に対し、本センターでは、廃棄物の焼却状況の測
定結果などを整理・保管して、ご要望に応じて提供しています。
　また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて、当セン
ターの維持管理の状況に関する情報を市のホームページで公表してい
ます。
　その他、定期的に東京都へ一般廃棄物処理施設に関する数値を報告
しています。報告した数値は、東京都のホームページなどで公表され
ています。
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　毎年、市内の小学生をはじめ、自治
会、各種団体など多くの方が施設見学に
訪れています。また、大学生・高校生な
どが研究のために施設見学に訪れるな
ど、本センターでは、ご希望に応じて施
設見学を行っています。

※令和４年度は、８団体　511名の方が見学
に訪れました。



3-4 事業のあゆみ

年 月

昭和28年 12月 清掃法施行　　ごみ収集始まる

昭和32年 12月 清掃施設の都市計画決定

昭和33年 4月 焼却能力7.5ﾄﾝ/日の固定炉完成

昭和36年 1月 焼却能力7.5ﾄﾝ日の固定炉完成　　合計処理能力15㌧/日となる

昭和38年 8月 収集車両による収集開始

昭和41年 3月 焼却能力15ﾄﾝ/日の固定炉完成　　合計処理能力30ﾄﾝ/日となる

昭和44年 8月 焼却能力25ﾄﾝ/8Hの准連続炉完成　　16時間運転を開始

昭和46年 6月 焼却能力75ﾄﾝ/日　焼却炉完成

昭和49年 3月 粗大ごみ処理施設完成　　50ﾄﾝ/5H

昭和54年 2月 焼却能力90ﾄﾝ/日　３号炉完成　　固定炉の運転終了

平成３年 10月 新炉建設に着手

平成5年 2月 仮設施設での資源選別開始

平成6年 4月 焼却能力95ﾄﾝ/日　新炉（１号炉）完成　運転開始

平成6年 5月 旧炉　運転終了

平成6年 7月 施設名称を「清掃センター」に変更

平成7年 9月 焼却能力95ﾄﾝ/日　新炉（２号炉）完成　運転開始

平成8年 10月 旧炉を解体

平成10年 4月 三多摩地域廃棄物広域処分組合谷戸沢処分場から二ツ塚処分場に

移し開場

平成12年 2月 ごみの７分別収集開始　プラスチック分別収集開始

平成14年 4月 家庭ごみ収集の有料化

平成16年 3月 集じん機（バグフィルター）整備工事完了

平成16年 4月 料金改定（事業系持込30円/㎏）

平成16年 4月 せん定枝の資源化委託を開始

平成16年 10月 市内全域で戸別収集を開始

平成18年 7月 焼却灰のエコセメント化事業開始

平成20年 焼却施設延命化に向けた修繕を開始

平成21年 12月 環境コミュニケーションセンター　建設着手

平成21年 焼却施設延命化に向けた焼却制御装置更新

平成22年 焼却施設延命化修繕実施（防衛省調整交付金充当）

平成23年 4月 環境コミュニケーションセンター　稼働開始

平成23年 焼却施設延命化修繕実施（防衛省調整交付金充当）

平成24年 焼却施設延命化修繕実施（防衛省調整交付金充当）

平成25年 4月 使用済み小型家電製品の拠点回収を開始

平成25年 焼却施設精密機能検査実施（防衛省調整交付金充当）

平成26年 焼却施設延命化修繕実施（防衛省調整交付金充当）

平成27年 焼却施設延命化修繕実施

平成27年 災害時等を考慮し収集車1台をディーゼル車に買換え

平成28年 焼却施設延命化修繕実施
平成28年 災害時等を考慮し収集車1台をディーゼル車に買換え

平成29年 焼却施設保全対策修繕実施
平成29年 6月 ごみ分別アプリの配信開始

平成29年 9月 古着・古布を市内7施設で拠点回収開始

平成29年 9月 インクカートリッジを市内18施設で拠点回収開始

平成29年 9月 フードドライブを市内２施設で拠点回収開始

平成30年 焼却施設保全対策修繕実施
平成30年 焼却施設精密機能検査実施

平成31年 4月 使用済はがき・封筒を市内7施設で拠点回収開始

令和元年 焼却施設補修計画策定

令和２年 焼却施設保全対策修繕実施

令和３年 4月 資源収集委託を全面委託

令和３年 焼却施設保全対策修繕実施

令和４年 ４月 プラスチック毎週収集を含む収集体制の変更

令和４年 焼却施設保全対策修繕実施
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資料-1

搬入ごみ（環境コミュニケーションセンター分含む）

令和4年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

人口 114,228 113,840 113,589 113,347 113,284

可燃ごみ 20,582 20,605 21,103 21,114 21,032

不燃ごみ 1,262 1,316 1,479 1,291 1,362

プラスチック 1,864 1,889 1,897 1,837 1,752

資源 1,613 1,669 1,696 1,612 1,614

古紙 2,883 2,982 3,139 2,954 2,948

有害ごみ 38 42 46 44 42

粗大ごみ 1,226 1,308 1,406 1,225 1,072

古布 76 61 55 58 47

小型家電 1.4 0.7 0.7 0.6 0.8

ごみ量の変化

99 100 103 101 100
※人口は、各年の10月１日の数値を使用しています。

※ごみ量には直接搬入量及び広域支援量を含んでいます。

※資源ごみ量には白色トレイも含まれます。

※ごみ量の変化の値については、市内で発生したごみを対象とするため、広域支援による量は含んでいません。

エネルギー消費（清掃センター分）

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

電力 （Mｗｈ） 3,516 3,541 3,698 3,776 3,677

上水道  （㎥） 3,324 3,327 4,036 5,572 5,867

地下水  （㎥） 42,606 43,414 44,148 42,692 42,303

灯油     （㍑） 10,947 13,484 10,850 11,079 9,728

可燃ごみ１トン当たり

電力 （Kｗｈ） 155 156 158 162 159

上水道  （㎥） 147 147 173 239 254

地下水  （㎥） 1,881 1,916 1,890 1,832 1,833

灯油     （㍑） 0.48 0.59 0.46 0.48 0.42

　市内の家庭から排出されるごみや市内の事業所から排出される一般ごみなどは、収集車
で集められ、可燃ごみは本センターに搬入されます。その他のごみや資源は、環境コミュ
ニケーションセンターに搬入され、選別・処理を行っています。
　以下に、関係する数値を報告します。

　ごみ処理には多量のエネルギーを必要とすることから、せん定枝の資源化等による焼却
量の削減、古紙の排出指導、古着・古布の拠点回収など、ごみの減量に努めることにより
エネルギー投入量の削減に努めています。
　以下に、その数値を報告します。

(平成30年度を100として)



資料-2

搬出物

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

焼却対象物 22,656 22,665 23,354 23,305 23,074

焼却灰 2,453 2,524 2,704 2,635 2,601

エコセメント化 1,496 1,531 1,743 1,670 1,609

骨材化 957 993 961 966 992

焼却灰混入物 56 60 61 60 53

粗大ごみ

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

取扱総数（件） 21,525 22,334 23,798 19,216 18,075

重量　　（㌧） 1,226 1,308 1,406 1,225 1,072

取扱い数１位 いす いす いす いす いす

取扱い数２位 本棚 本棚 本棚 本棚 本棚

取扱い数３位 布団 布団 布団 布団 布団

取扱い数４位 衣装箱 衣装箱 衣装箱 自転車 自転車

取扱い数５位 テーブル 自転車 自転車 衣装箱 衣装箱

　本センターに搬入されたごみは、焼却を行い、焼却により生じた灰は、主に日の出町の
二ツ塚処分場内のエコセメント化施設等で資源化されています。
　また、焼却灰に混入した鉄類は、磁力選別機により回収し、有価物として売却すること
で資源化しています。
　なお、その他のごみや資源については、環境コミュニケーションセンターで選別・処理
のうえ資源化しています。

　本センターでは、通常の収集で収集できない粗大ごみについては、個別の申し込みによ
り収集しています。
　収集した粗大ごみは、環境コミュニケーションセンターで選別・処理し、十分使用でき
るものについては修理、清掃を行い、リサイクル品として市民の方に無料で提供していま
す。
　下表に粗大ごみに関する数値を報告いたします。



資料-3

ごみの分析

可燃ごみ

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

【可燃物】

紙・布 55.3 53.5 56.7 49.0 54.8

合成樹脂 18.4 16.4 13.2 20.3 17.0

ゴム・皮革 0.2 1.1 0.6 2.3 0.0

木・竹・わら 12.7 10.3 11.5 7.9 11.1

厨芥 10.3 13.9 13.2 10.9 12.5

その他 2.1 3.3 3.2 6.0 2.9

【不燃物】

不燃物 1.0 1.5 1.6 3.6 1.7

【理化学的性状】

単位容積重量 ㎏/㎥ 159.0 160.0 158.0 181.0 160.0

水分 ％ 44.6 44.9 46.7 45.5 46.1

灰分 ％ 5.5 6.1 5.7 7.1 5.7

可燃分 ％ 49.9 49.0 47.6 47.4 48.3

低位発熱量（計算） kcal/㎏ 1,977 1,936 1,862 1,860 1,897

低位発熱量（実測） kcal/㎏ 2,200 2,126 1,964 2,198 2,064

【元素】

炭素 ％ 23.70 25.90 22.67 27.32 23.99

水素 ％ 3.48 3.74 3.32 3.80 3.35

窒素 ％ 0.71 0.46 0.62 0.46 0.49

硫黄 ％ 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02

塩素 ％ 0.60 0.54 0.46 0.28 0.40

酸素 ％ 18.62 21.08 20.33 21.91 19.87

※

　本センターでは、可燃ごみとしてどのようなごみが収集されてきているかを定期的に分
析しています。
○下表にその結果を報告します。
　なお、その他のごみ、資源については環境コミュニケーションセンターで分析を行って
います。
　※各数値については各年、平均の分析結果です。

[単位：重量％]

　可燃ごみの組成分析（乾ベース）については、ごみピット内のごみを均一化し、焼却炉に投入す
るごみの組成を分析しています。



搬入可燃ごみ

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

【紙類】

リサイクルが可能なもの 9.9 8.8 7.9 5.9 9.0

リサイクルが適さないもの 24.8 28.9 26.8 23.3 21.4

【布類】

リサイクルが可能なもの 3.8 11.8 3.7 5.9 4.8

リサイクルが適さないもの 3.3 1.4 1.1 2.0 5.4

【合成樹脂類】

ごみ袋 1.4 1.2 1.6 3.6 1.7

ごみ袋以外のもの 10.1 8.8 7.8 8.5 6.4

【ゴム・皮革】 0.1 0.1 0.2 0.4 3.5

【木・竹・わら類】

せん定枝 0.0 0.8 0.2 8.0 0.2

せん定枝以外のもの 1.7 3.8 8.0 0.6 5.1

【厨芥類】 39.5 30.9 36.7 38.3 39.9

【その他可燃物】 3.9 3.2 5.6 2.7 1.7

【金属類】 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2

【ガラス類】 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0

【土砂・陶磁器類】 1.1 0.0 0.0 0.1 0.7

【その他不燃物】 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

単位容積重量 ㎏/㎥ 124 139 145 141 142

※　可燃ごみの組成分析（湿ベース）とは、ごみピットに投入する前にごみを排出されたままの水分
を含んだ状態で分別し、組成分析を行うものです。

[単位：重量％]
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名 　 称 　 昭 島 市 清 掃 セ ン タ ー
所 在 地 　 〒 196- 0014　 昭 島 市 田 中 町 四 丁 目 ３ 番 14号
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拝島橋北バス停

田中町団地南バス停

　 国 道 16号 線 の 下 を 通 過 し て 正 面
　 煙 突 の 下 の 信 号 「 拝 島 橋 南 」 を 左 折 し 、 す ぐ 右 折
　 滝 山 を 越 え て 、 正 面 に 煙 突 が ⾒ え る
　 中 央 高 速 八 王 子 Ｉ Ｃ か ら 国 道 16号 線 を 川 越 方 面 へ
八 王 子 方 面 か ら

昭 島 方 面 か ら
◇ ⾞ を ご 利 用 の 場 合

　 Ｊ Ｒ ⽴ 川 駅 か ら 「 拝 島 駅 」 、 「 拝 島 操 ⾞ 場 」 、

　 「 田 中 町 団 地 南 」 下 ⾞ 　 徒 歩 20分
　 Ｊ Ｒ ⻘ 梅 線 昭 島 駅 か ら 「 田 中 町 団 地 」 ⾏ き 乗 ⾞

　 「 拝 島 橋 北 」 下 ⾞ 　 徒 歩 20分

昭島市清掃センター

　 国 道 16号 線 で 拝 島 橋 を 渡 り 、 橋 の た も と を 左 折

　 「 福 生 営 業 所 」 ⾏ き 乗 ⾞


